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(57)【要約】
【課題】　複数の機能制御を直感的に行うことを可能と
しつつ、省スペースで組み込み可能な回転式入力装置及
び携帯電子機器を提供する。
【解決手段】　本発明の回転式入力装置１は、制御信号
を発生させることによって複数の機能を制御可能な回転
式入力装置であって、回転軸８を有し、前記回転軸８の
軸線方向に所定の範囲だけ摺動可能に配置されたツマミ
９と、前記回転軸８に設けられ、前記ツマミ９の回転変
位量を電気信号に変換することによって前記制御信号を
発生させるロータリーエンコーダ１０と、前記ツマミ９
の前記軸線方向における位置を検知する検知部１１と、
前記検知部１１で検知される前記ツマミ９の位置に基づ
いて、前記複数の機能のうち制御対象となる１の機能を
択一的に選択する制御対象決定部とを備えることを特徴
とする。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御信号を発生させることによって複数の機能を制御可能な回転式入力装置であって、
　回転軸を有し、前記回転軸の軸線方向に所定の範囲だけ摺動可能に配置された回転体と
、
　前記回転軸に設けられ、前記回転体の回転変位量を電気信号に変換することによって前
記制御信号を発生させる回転変位量変換部と、
　前記回転体の前記軸線方向における位置を検知する検知部と、
　前記検知部で検知される前記回転体の位置に基づいて、前記複数の機能のうち制御対象
となる１の機能を択一的に選択する制御対象決定部と、
を備えることを特徴とする回転式入力装置。
【請求項２】
　前記検知部は、
　前記回転軸に設けられた可動子と、
　前記回転軸の軸線方向に離間して配置され、前記回転体を前記軸線方向に摺動したとき
に前記可動子と電気的に接触する複数の固定子と、
を有することを特徴とする請求項１に記載の回転式入力装置。
【請求項３】
　前記回転軸の外周に、前記回転軸の軸線と平行にかつ周方向に一定の間隔おきに設けら
れた複数の係合溝と、
　前記係合溝と係合する弾性係合部材とを有し、
　前記回転体が所定の変位量回転するごとに、前記係合溝と前記弾性係合部材との係合が
外れて前記回転体を回転させる際の抵抗力が開放され、前記回転体に回転感触を発生させ
る回転感触発生部をさらに備えることを特徴とする請求項１又は２のいずれか１項に記載
の回転式入力装置。
【請求項４】
　前記回転軸の周方向にわたって設けられた嵌合溝を有し、
　前記回転体を前記軸線方向に摺動したときに、前記嵌合溝と前記検知部とが嵌合するこ
とによって前記回転体に摺動感触を発生させる摺動感触発生部をさらに備えることを特徴
とする請求項１又は３のいずれか１項に記載の回転式入力装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の回転式入力装置を備えることを特徴とする携帯
電子機器。
【請求項６】
　前記携帯電子機器は、
　表示部を有する第１筐体と、
　操作部を有する第２筐体と、
　前記第１筐体と前記第２筐体とを折りたたみ可能に連結するヒンジとを有し、
　前記回転式入力装置は前記ヒンジの一方の端部に、前記ヒンジと前記回転軸とが同軸と
なるように配置されていることを特徴とする請求項５に記載の携帯電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電子機器等に搭載される回転式入力装置及び携帯電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話、電子辞書等の携帯電子機器において、音量等の調節や項目選択等の用
途に、ロータリーエンコーダを使用した回転式入力装置(例えば、特許文献１参照。)が採
用されている。
【０００３】
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　これは、回転軸を有する回転体をユーザが操作して回転させた際の回転変位量を、回転
軸に設けられたロータリーエンコーダによって電気的パルスに変換し、当該電子機器の各
種制御量として用いるものである。
【０００４】
　本入力装置は、回転体の操作量と制御量とがほぼ比例関係にあるため、ユーザは直感的
な操作が可能であるという利点がある。
【特許文献１】特開２００２－１５０８９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、携帯電子機器は多機能化に伴い、音量、液晶画面等の表示部の明度、コント
ラスト、画面スクロール等の連続量を伴う制御パラメータが増加すると同時に、更なる小
型化が要請されている。
　しかしながら、特許文献１の回転式入力装置は、基本的に１つの機能の制御量調整しか
できないため、上述のすべての機能に対して直感的操作を可能にするためには、当該入力
装置を複数設ける必要がある。これは上述の小型化の要請に対する妨げとなる。
【０００６】
　一方、上述のような諸機能を統合した環境設定画面をボタンキー等の入力装置を操作し
て表示部に表示し、上下左右の移動キー等を利用して上述のような制御を行う方式も採用
されているが、所望のキーを連続して押さなければならず、操作が直感的でないという問
題がある。さらに、環境設定画面の呼び出し方法自体がユーザにわかりにくい場合も多く
、ユーザにとっての利便性は必ずしも充分でない。
【０００７】
　本発明は上記事情に鑑みて成されたものであり、複数の機能制御を直感的に行うことを
可能としつつ、省スペースで組み込み可能な回転式入力装置及び携帯電子機器を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、制御信号を発生させることによって複数の機能を制御可能な回転式入力装置
であって、回転軸を有し、前記回転軸の軸線方向に所定の範囲だけ摺動可能に配置された
回転体と、前記回転軸に設けられ、前記回転体の回転変位量を電気信号に変換することに
よって前記制御信号を発生させる回転変位量変換部と、前記回転体の前記軸線方向におけ
る位置を検知する検知部と、前記検知部で検知される前記回転体の位置に基づいて、前記
複数の機能のうち制御対象となる１の機能を択一的に選択する制御対象決定部とを備える
ことを特徴とする。
【０００９】
　本発明の回転入力装置によれば、回転体の軸線方向における位置を調節することで、検
知部と制御対象決定部とによって制御対象が選択され、回転体を回転させることによって
回転変位量変換部で回転変位量に対応した制御信号が発生する。
【００１０】
　前記検知部は、前記回転軸に設けられた可動子と、前記回転軸の軸線方向に離間して配
置され、前記回転体を前記軸線方向に摺動したときに前記可動子と電気的に接触する固定
子とを有するものでもよい。この場合、簡素な構造で複数の機能制御を行うことができる
。
【００１１】
　本発明の回転式入力装置は、前記回転軸の外周に、前記回転軸の軸線と平行にかつ周方
向に一定の間隔おきに設けられた複数の係合溝と、前記係合溝と係合する弾性係合部材と
を有し、前記回転体が所定の変位量回転するごとに、前記係合溝と前記弾性係合部材との
係合が外れて前記回転体を回転させる際の抵抗力が開放され、前記回転体に回転感触を発
生させる回転感触発生部をさらに備えてもよい。この場合、ユーザは操作量を容易に把握
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かつ調整することができ、ユーザの操作感を向上させることができる。
【００１２】
　本発明の回転式入力装置は、前記回転軸の周方向にわたって設けられた嵌合溝を有し、
前記回転体を前記軸線方向に摺動したときに、前記嵌合溝と前記検知部とが嵌合すること
によって前記回転体に摺動感触を発生させる摺動感触発生部をさらに備えるものでもよい
。
【００１３】
　この場合、回転体を軸線方向に摺動させて制御対象の機能を選択する際に、嵌合溝と検
知部とが嵌合する位置に回転軸を位置決めすることができる。また、嵌合溝と検知部とが
嵌合する際に前記回転体に摺動感触が発生するので、ユーザは選択された制御対象の機能
を容易に把握することができ、ユーザの操作感を向上させることができる。
【００１４】
　本発明の携帯電子機器は、本発明の回転式入力装置を備えることを特徴とする。
　本発明の携帯電子機器によれば、回転体の回転操作と回転軸の軸線方向への摺動とによ
って、単一の入力装置によって複数の機能を直感的に操作することができる。
【００１５】
　前記携帯電子機器は、表示部を有する第１筐体と、操作部を有する第２筐体と、前記第
１筐体と前記第２筐体とを折りたたみ可能に連結するヒンジとを有し、前記回転式入力装
置は前記ヒンジの一方の端部に、前記ヒンジと前記回転軸とが同軸となるように配置され
ているものでもよい。
　この場合、回転式入力装置をヒンジと一体に設けることができるので、回転式入力装置
を設けるスペースを別に設ける必要がなく、さらに携帯電子機器を小型化することができ
る。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の回転式入力装置によれば、ユーザが直感的に調整操作を行うことを可能としつ
つ、１つの入力装置によって複数の機能を制御することができる。
　また、本発明の携帯電子機器によれば、多機能を有しつつ、小型でかつ直感的に操作可
能な携帯電子機器を構成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の第１実施形態の回転式入力装置及び携帯電子機器について、図１から図
４を参照して説明する。
　図１は本実施形態の回転式入力装置１を搭載した電子辞書（携帯電子機器）２を示す斜
視図である。電子辞書２は、図示しないバックライトを有する表示部３を備えた第１筐体
４と、操作キー（操作部）５を有する第２筐体６と、第１筐体４と第２筐体６とを折りた
たみ可能に連結するヒンジ７とを備えて構成されている。回転式入力装置１は、ヒンジ７
の右側の端部にヒンジ７と一体となって組み込まれている。
【００１８】
　図２（ａ）は、通常時の回転式入力装置１を示す図である。回転式入力装置１は、回転
軸８を有するツマミ（回転体）９と、回転軸８に設けられたロータリーエンコーダ（変位
量変換部）１０と、回転軸８の側面付近に設けられた検知部１１とを備えて構成されてい
る。
【００１９】
　ツマミ９は、樹脂等で形成され、回転軸８と、回転軸８と同軸に設けられた略円筒形の
ツマミ本体１２とから構成されている。
【００２０】
　ロータリーエンコーダ１０は、インクリメンタル方式の公知の構成のものであり、回転
軸８のツマミ本体１２から所定の距離離間した外周面上に形成された回転接点部１３と、
回転接点部１３に接触して設けられた固定接点１４とを有して構成される。
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【００２１】
　回転接点部１３には、樹脂で形成された回転軸８の外周面に所定の長さの帯状の金属片
１５が、周方向に一定の間隔おきに全周にわたって回転軸８の軸線と平行に配置されてい
る。固定接点１４は、先端が回転接点部１３に接触する棒状又は板状の導体からなる部材
であり、その基端は回転軸８に沿うように設けられた回路基板１６に接続されている。
【００２２】
　回転接点部１３よりさらにツマミ本体１２から離間した回転軸８上の所定の位置には、
金属等の導体で形成された円盤状の可動子１７が設けられている。
　回路基板１６上には、固定接点１４と並んで設けられた複数の接触端子（固定子）１８
Ａ、１８Ｂ、１８Ｃが、可動子１７と接触可能に回転軸８の軸線方向に離間して配置され
ている。検知部１１は、可動子１７と各接触端子１８Ａ、１８Ｂ、１８Ｃとから構成され
ている。
【００２３】
　回転軸８は、ツマミ本体１２より径の小さい円筒形のケース１９の両端を、回転軸８と
ケース１９とが同軸となるように貫通しており、ロータリーエンコーダ１０、検知部１１
、及び回路基板１６はケース１９内に収納されている。
【００２４】
　ケース１９を貫通した回転軸８の端部にはケース１９と同一径のストッパ２０が設けら
れており、ツマミ９が回転軸８の軸線方向に所定の範囲摺動可能に構成されている。ケー
ス１９及びストッパ２０は、ヒンジ７内に収容、固定されている。
【００２５】
　図３は電子辞書２の構成を示すブロック図である。回路基板１６上の固定接点１４及び
各接触端子１８Ａ、１８Ｂ、１８Ｃは、第２筐体６内に設けられた制御部（制御対象決定
部）２１と接続されている。制御部２１は、半導体装置等で構成され、表示部３及び操作
キー５とも接続されており、電子辞書２の全体的な制御を行う。
【００２６】
　上記のように構成された回転式入力装置の動作について、図２（ａ）及び図２（ｂ）を
参照して説明する。
　図２（ａ）に示すように、ツマミ本体１２がケース１９に接触する位置Ｐ１まで押し込
まれた標準時において、可動子１７はストッパ２０側の接触端子１８Ａと当接している。
この状態においては回転式入力装置１から発せられる信号は、制御部２１において表示部
３の画面スクロールの制御信号として認識される。
【００２７】
　ユーザがツマミ本体１２を回転させると、回転軸８に設けられた回転接点部１３が回転
する。それに伴って金属片１５と、各金属片１５の間の樹脂が交互に固定接点１４に接触
し、所定の回転変位量ごとに、固定接点１４のオンとオフとが繰り返される。ロータリー
エンコーダ１０はこのオン及びオフに伴って発生するパルスと位相とを利用して、アナロ
グ量である回転軸８の回転変位量を、向きを伴ったデジタル信号に変換し、回路基板１６
を介して制御部２１に送る。
【００２８】
　制御部２１では検知部１１における可動子１７と各接触端子１８Ａ、１８Ｂ、１８Ｃと
の接触状況に基づいて、上述のように当該信号を画面スクロールに関する制御信号として
取り扱い、当該信号によって示された向き及び量に従って、表示部３に表示された辞書の
検索項目の内容等の表示をスクロール移動させる。
【００２９】
　図４に示すように、ツマミ本体１２の左端をＰ３の位置まで引くと、図２（ｂ）に示す
ようにストッパ２０がケース１９に接触し、可動子１７は、最もツマミ本体１２側の接触
端子１８Ｃと接触する。
【００３０】
　この状態でユーザがツマミ本体１２を回転させると、上述のように、向きと量とを有す
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るデジタル信号がロータリーエンコーダ１０によって生成され、回路基板１６を通して制
御部２１に送られる。このとき制御部２１では、検知部１１の接触状況に基づいて、当該
デジタル信号を電子辞書２の音量に関する制御信号として取り扱い、当該制御信号の向き
及び量に基づいて音量の調節を行う。
【００３１】
　また、上記と同様の操作で、ユーザが可動子１７と接触端子１８Ｂとが接触する位置Ｐ
２にツマミ９を摺動させると、制御部２１ではロータリーエンコーダ１０の生成した信号
を、表示部３のバックライトの明度に関する制御信号として取り扱い、当該制御信号の向
き及び量に基づいてバックライトの明度調節を行う。
【００３２】
　本実施形態の回転式入力装置１及び電子辞書２によれば、ツマミ９を回転軸８の軸線方
向に摺動させて、可動子１７と接触する接触端子１８Ａ、１８Ｂ、１８Ｃを変更すること
で、検知部１１によってツマミ９の回転軸８の軸線方向における位置が検知され、当該位
置に基づいて、制御部２１によって制御の対象となる機能が選択決定される。従って、複
数の種類のアナログ量の制御を１つの回転式入力装置１で行うことができ、多機能を有す
る電子辞書であっても、小型化を図ることができる。
【００３３】
　また、諸機能の調節のためにユーザが環境設定画面等を表示部３に表示させる必要がな
く、ツマミ本体１２を摺動して、可動子１７の位置を調節して回転することによって直接
制御ができるので、ユーザの操作ステップ数を大幅に削減して、操作を簡便にすることが
できる。
【００３４】
　また、ツマミ本体１２の回転量によって、対象となる機能の制御量を調節することがで
きるので、操作キー５による調節に比べて直感的に調節を行うことができる。従って、ユ
ーザの操作感を向上させることができる。
　さらに、回転式入力装置１は、ヒンジ７の一端にヒンジ７とほぼ一体に取付けられてい
るので、回転入力装置１を設置するためのスペースを新たに確保する必要がなく、携帯電
子機器の更なる小型化に資することができる。
【００３５】
　次に、本発明の第２実施形態について図５を参照して説明する。本実施形態と上述の第
１実施形態との異なるところは、回転軸に回転感触発生部及び摺動感触発生部が設けられ
ている点、検知部の形状、及び回転軸と検知部との接触の態様である。
　なお、上述の第１実施形態と同様の構成要素については、同一の符号を付し、重複する
説明を省略する。
【００３６】
　図５（ａ）は本実施形態の回転式入力装置３１の模式図である。図５（ａ）に示すよう
に、本実施形態のツマミ３２において、回転軸３３のロータリーエンコーダ１０と検知部
３４の間に位置する部分には、回転軸３３の軸線に直交する断面が略Ｖ字状の所定の長さ
の係合溝３５が、軸線と平行に、かつ一定の間隔おきに全周にわたって設けられている。
係合溝３５はロータリーエンコーダの金属片１５一枚に対して一本設けてもよいし、金属
片１５一枚に対して所定の複数本、例えば３本設けてもよい。
【００３７】
　ケース１９内の係合溝３５に対向する所定の位置には、樹脂等で形成された略長方形の
舌片の先端に係合歯(不図示)を有する弾性係合部材３６が、係合歯が係合溝３５に係合す
るように設けられており、係合溝３５と弾性係合部材３６とで回転感触発生部３７が構成
されている。
　回転軸３３の係合溝３５よりストッパ２０側の部位には、回転軸３３に平行な断面が略
Ｖ字状の嵌合溝３８Ａ、３８Ｂが、全周にわたって軸線と直交するように設けられており
、各嵌合溝３８Ａ、３８Ｂと検知部３４とから、摺動感触発生部４０が構成されている。
【００３８】
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　本実施形態の検知部３４はケース１９の内面上に設けられた２個のスイッチ３９Ａ、３
９Ｂを有する。各スイッチ３９Ａ、３９Ｂは、それぞれケース１９の内面上に固定された
基部４１Ａ、４１Ｂと、各基部４１Ａ、４１Ｂに設けられて図示しないバネ等の付勢手段
により上方に突出し、かつ上下に移動可能に設けられた略円錐形の突出部４２Ａ、４２Ｂ
とを有して構成されている。
　また、固定接点１４及び各スイッチ３９Ａ、３９Ｂは、図示しない回路基板を介して、
第１実施形態と同様に制御部２１に接続されている
【００３９】
　上記のように構成された回転式入力装置３１の動作について、図５（ａ）から図５（ｃ
）を参照して以下に説明する。
　まず図５（ａ）に示す標準時は、ツマミ本体１２がケース１９に接触する位置Ｐ１まで
押し込まれている。このとき、回転軸３３上の嵌合溝３８Ａ、３８Ｂのいずれもスイッチ
３９Ａよりストッパ２０側に位置しているため、各スイッチの突出部４２Ａ、４２Ｂは、
いずれも回転軸３３の外側面に押圧されて、オンの状態になっている。この状態において
、制御部２１はロータリーエンコーダ１０から発せられる制御信号を、表示部３の画面ス
クロールに関する制御信号として取り扱う。
【００４０】
　ユーザがツマミ本体１２を回転させると、ツマミ本体１２を所定の回転角だけ回転させ
るごとに、係合溝３５と弾性係合部材３６の係合歯とが係脱を繰り返すため、回転軸３３
を回転させる際の抵抗感が所定の回転変位量ごとに解放されて、回転感触としてのクリッ
ク感をユーザに感じさせる。同時に、ロータリーエンコーダ１０で制御信号が生成されて
制御部２１に送られる。制御部２１は、第１実施形態と同様に表示部３の表示をスクロー
ルさせる制御を行う。
【００４１】
　図５（ａ）の状態から、ユーザがツマミ本体１２を軸線方向に引くと、図５（ｂ）に示
すように、ツマミ本体１２の左端が位置Ｐ２に達したところでスイッチ３９Ａと嵌合溝３
８Ａとが対向して突出部４２Ａが嵌合溝３８Ａ内に突出する。このとき、摺動感触発生部
４０のスイッチ３９Ａと嵌合溝３８Ａとが嵌合することによって、ツマミ本体１２に摺動
感触としてのクリック感が発生し、スイッチ３９Ａはオフ状態となる。この状態において
、制御部２１はロータリーエンコーダ１０で生成される制御信号を、表示部３のバックラ
イトの明度に関する制御信号として取り扱う。
【００４２】
　さらにツマミ本体１２を軸線方向に引くと、スイッチ３９Ａが嵌合溝３８Ａから離脱す
る。その後、図５（ｃ）に示すようにツマミ本体１２の左端が位置Ｐ３に達すると、嵌合
溝３８Ａがスイッチ３９Ｂと嵌合するとともに、嵌合溝３８Ｂがスイッチ３９Ａと嵌合し
て、ツマミ本体１２に摺動感触としてのクリック感が発生する。このとき、各スイッチは
いずれも突出部４２Ａ、４２Ｂが嵌合溝３８Ａ、３８Ｂ内に突出し、オフ状態となる。こ
の状態において、制御部２１はロータリーエンコーダ１０で生成される制御信号を、音量
に関する制御信号として取り扱う。
【００４３】
　本実施形態の回転式入力装置３１によれば、ユーザがツマミ本体１２を所定角度に対応
する変位量回転させるごとに、回転感触発生部３７の係合溝３５と弾性係合部材３６の係
合歯とが係脱を繰り返すことによって回転感触としてのクリック感が発生し、ユーザに認
知される。従って、ユーザは操作量をより明確に認識可能になるとともに、操作量の調節
も容易となるため、操作感を向上させることができる。
【００４４】
　また、ツマミ本体１２を回転軸３３の軸線方向に摺動させて制御対象の機能を選択する
際には、摺動感触発生部４０の嵌合溝３８Ａ、３８Ｂと、各スイッチ３９Ａ、３９Ｂの突
出部４２Ａ、４２Ｂとが嵌合して、摺動感触としてのクリック感が発生するので、ユーザ
は所望の機能が選択されたことを容易に認識することができる。同時に、回転軸３３を、
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制御対象機能を選択するための位置に確実に位置決めすることができる。
【００４５】
　さらに、嵌合溝３８Ａ、３８Ｂが略Ｖ字状に、各スイッチの突出部４２Ａ、４２Ｂが略
円錐状に形成され、かつ突出部４２Ａ、４２Ｂは付勢手段によって回転軸３３側に上下方
向に移動可能に突出しているため、嵌合位置では確実に嵌合しつつ、回転軸３３を摺動さ
せ続けることによって容易に嵌合を離脱させることが可能である。従って、制御対象機能
の選択を、ツマミ３２を摺動させることによってスムーズに行うことができる。
【００４６】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明の技術範囲は上記実施の形態に限
定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えること
が可能である。
　例えば、上記実施形態においては、回転変位量変換部として、インクリメンタル方式の
ロータリーエンコーダを用いた例を説明したが、これに代えて、アブソリュート方式のロ
ータリーエンコーダを用いてもよい。
【００４７】
　また、上記実施形態においては、検知部を、回転軸に設けられた可動子及び接触端子等
の機構から構成した例を説明したが、これに代えて、透過光等により回転軸のケース端部
からの突出量を検知する機構等を検知部とし、検知部の検知した当該突出量に基に、制御
部が制御対象の機能をソフトウェアプログラムによって決定するように回転式入力装置を
構成することも可能である。
【００４８】
　さらに、回転変位量変換部、回転感触発生部、及び検知部の回転軸上の位置も、上記実
施形態の態様に限定されない。これらの機構は、回転接点部と固定接点、係合溝と係合部
材の係合歯、及び可動子と接触端子とが、それぞれツマミ本体の摺動範囲内において常に
連携するように構成さえすれば、上記各機構をツマミ本体側からいかなる順番で設置する
ことも可能である。
　また、検知部の接触端子やスイッチの個数も上記実施形態に限定されず、制御対象とす
る機能項目の数に応じて自由に設定することができる。
【００４９】
　加えて、ストッパの位置も上記実施形態のようにケースの外側に限定されず、ストッパ
をケース内部に設けた中仕切りに当接するように設け、ツマミ本体がケースから一定距離
以上離間しないように構成してもよい。
【００５０】
　また、本発明の携帯電子機器は実施形態の電子辞書には限定されない。本発明の回転式
入力装置は、ヒンジを有する携帯電話等にも適用可能である。また、省スペースという効
果は若干失われるが、ヒンジを有さない携帯電子機器に適用することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の第１実施形態の回転式入力装置を備えた電子辞書の斜視図である。
【図２】（ａ）は同実施形態の回転式入力装置の標準状態を示す模式図、（ｂ）は（ａ）
の状態からツマミ本体を回転軸の軸線方向に引いた状態を示す図である。
【図３】同実施形態の電子辞書の構成を示すブロック図である。
【図４】同実施形態の電子辞書のヒンジ近傍の部分拡大図である。
【図５】（ａ）は、本発明の第２実施形態の回転式入力装置の標準状態、（ｂ）は、（ａ
）の状態からツマミ本体を回転軸の軸線方向に引いた状態、（ｃ）は（ｂ）の状態からさ
らにツマミ本体を回転軸の軸線方向に引いた状態をそれぞれ示す模式図である。
【符号の説明】
【００５２】
１、３１　回転式入力装置
２　電子辞書（携帯電子機器）
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３　表示部
４　第１筐体
５　操作キー（操作部）
６　第２筐体
７　ヒンジ
８、３３　回転軸
９、３２　ツマミ（回転体）
１０　ロータリーエンコーダ（回転変位量変換部）
１１、３４　検知部
１７　可動子
１８Ａ，１８Ｂ、１８Ｃ　接触端子（固定子）
２１　制御部（制御対象決定部）
３５　係合溝
３６　弾性係合部材
３７　回転感触発生部
３８Ａ、３８Ｂ　嵌合溝
４０　摺動感触発生部

【図１】 【図２】

【図３】
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